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１． 水道施策の推進について 
（1）平成 25 年度水道関係予算（案）等について 

① 公共事業関係（水道施設整備費） 

平成 25年度予算(案)は、いわゆる「15ヶ月予算」の考え方で、平成 24年度補正

予算と平成 25年度当初予算（案）を一体的に編成している。平成 24年度補正予算と

平成 25年度予算（案）を合わせた水道施設整備費は、他府省計上分を含めて対前年

度 11億円増額の 733億円(101.5％)を計上している。内訳は、簡易水道施設整備費に 

245億円(対前年度 9億円増額：103.9％)、上水道施設整備費に 399億円(対前年度

117 億円増額：141.4％)、東日本大震災などの災害復旧費に 89 億円、その他指導監

督事務費などに 1億円となっている。東日本大震災の災害復旧費 85億円を除いた場

合、対前年度 126億円増額の 648 億円(124.2％)となっている。 

東日本大震災の災害復旧費については、各自治体の復興計画で、平成 25年度に復

旧が予定されている施設の復旧に必要な経費について財政支援を行うため、復興庁に

85 億円を一括計上している。平成 24年度は 200億円を計上していたが、その大半が

執行されずに平成 25年度に繰り越す予定であるため、平成 25 年度の 85億円と合わ

せて被災地の復旧のために迅速に執行していきたいと考えている。 

東日本大震災の教訓から緊急に実施する必要性が高い水道施設の耐震化関連事業に

ついては、平成 24年度の東日本大震災復興特別会計に重点計上していたが、平成 24

年 11月 27日の復興推進会議において決定された「今後の復興関連予算に関する基本

的な考え方」により、水道施設整備に係る経費は復興特別会計に計上することができ

なくなった。 

水道施設整備費の都道府県分は平成 23年度から地域自主戦略交付金（一括交付

金）となり、耐震化関連事業を除く政令指定都市分については平成 24年度から一括

交付金の対象となったが、平成 25年１月 11日に閣議決定された「日本経済再生に向

けた緊急経済対策」において、一括交付金を廃止し、各省庁の交付金等に移行するこ

とが決定されたことに伴い、平成 25年度予算（案）において水道施設整備に係る事

業分を振り替えて計上するとともに、平成 24年度補正予算に事業の前倒し分を含め

て計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

  ○平成 25年度予算案の概要 

                                             百万円(単位未満四捨五入) 

 

 区     分 

  

平成24年度 

予  算  額 

平成24年度 

補正予算額 

平成25年度 

予算額(案) 

 補正予算額 

＋ 

予算額(案) 

対前年度 

増△減額 
うち、 
復興特別 
会  計 

水道施設整備費   72,188    30,049  43,245  8,502  73,294  1,106  

 

（ 簡 易 水 道 ）   

 （ 上 水 道 ） 

 （指導監督事務）   

 （補助率差額）  

（事業調査費）   

（災害復旧費） 

 

( 23,536) 

( 28,202) 

(     58) 

(      5) 

(     36) 

( 20,350) 

 

( 12,383) 

( 17,666) 

(      0) 

(      0) 

(      0) 

(      0) 

 

( 12,068) 

( 22,226) 

(     57) 

(     10) 

(     34) 

(  8,850) 

 

(      0) 

(      0) 

(      0) 

(      0) 

(      2) 

(  8,500) 

 

( 24,451) 

( 39,892) 

(     57) 

(     10) 

(     34) 

(  8,850) 

 

(   915) 

(11,690) 

(   △1) 

(     5) 

(   △2) 

(△11,500) 

※ 厚生労働省、内閣府(沖縄)、国土交通省(北海道、離島・奄美、水資源機構)、復興庁計上分の総計 
※ 地域自主戦略交付金（一括交付金）の廃止に伴い、平成 25年度予算案において水道施設整備に係る
事業分としての振り替えを含めて計上。また、平成 24年度補正予算に事業の前倒し分を含めて計上。 

 

なお、例年お願いしているが、公共事業については経済対策という側面からも早期

の契約締結が求められており、補助事業の上半期内の契約締結について適切なご配慮

をいただきたい。 

 

② 非公共予算関係 

・水道施設危機管理体制構築事業費（0百万円 → ９百万円） 

  広域災害への迅速な対応を図るため、全国の水道事業の台帳、図面等を電子化した

水道施設の簡易情報共有システムを構築するとともに、災害時の情報集約、応援体制

の整備等の危機管理体制を構築する(事業期間：平成 25年度～26年度)。 

 

③ エネルギー対策特別会計 

・上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進事業（環境省計上） 

＜低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金（76億円）の内数＞ 

  水道施設の更新等において、インバータ等省エネ型の設備や末端配水圧力の適正化

設備、未利用圧力を活用した小水力発電設備等の導入を支援し、水道施設における省

エネ・再エネ導入を促進する。 

 

（2）東日本大震災からの復旧・復興 

①水道の被災状況 

東日本大震災による水道施設の被害状況について、平成 23 年度の災害査定資料や

被災水道事業者等の情報を基に再度、精査・集約し、昨年 9月に報告書をとりまとめ
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た。水道の断水状況については、当初 19都道県で約 230万戸と公表していが、今回

の調査で、19都道県、264の水道事業者で、約 257万戸が断水していたことが判明し

た。現在、津波浸水地域等の給水困難地域の被害状況を整理中であり、この内容と今

回の報告書を合わせて、今年度末を目途として最終的な報告書とする予定である。な

お、昨年 9月に発表した報告書は、厚生労働省のホームページに掲載しているので、

適宜参照されたい。 

 

②水道施設の復旧・復興 

国の東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧事業については、従来の災害復旧補

助金交付要領とは別に、「東日本大震災に係る水道施設等の災害復旧費補助交付金要

綱」を制定し、補助率の嵩上げ等の特例措置を定めて実施している。加えて、東日本

大震災により被災した沿岸部の水道施設等に係る災害復旧事業であって、被災自治体

の復興計画が策定中のため復旧方法を確定することができず、早期の災害査定の実施

が困難な場合においては、災害査定方法等の特例を定めて事業を実施しているところ

である。今年度の実施状況は、平成 25年 2月末現在、50の被災事業者（岩手県 20、

宮城県 22、福島県 8）から申請があり、59件の災害査定（通常査定 14、特例査定

45）を実施している。査定後の調査額は、約 1,015億円（通常査定 14億円、特例査

定 1,001億円）となっている。 

平成 25年度以降は、福島県内の避難指示解除準備区域や警戒区域内などを中心に

災害査定を順次実施する一方で、今年度、特例査定を実施した事業者においては、厚

生労働省と協議の上、保留解除の手続きが必要となる。 

保留解除の手続きについては、平成 24年 12月 27日付け事務連絡「東日本大震災

により被災した沿岸部の水道施設等に係る災害復旧事業の特例における保留解除手続

きについて」により提出書類を周知している。また、厚生労働省では、申請書類の内

容確認を速やかに行い、2回目以降の実施設計協議で省略可能な書類は不要とするな

ど、各種手続きの簡素化を行い、復興予算の迅速な執行に努めているところである。

保留解除の手続きを速やかに行い、国庫補助金を円滑に執行し、迅速かつ計画的な復

興を図るためには、関係する県行政部局との連携が不可欠であり、引き続きのご支援

・ご協力をお願いする。 

被災地の中には十分な職員数を確保できない事業者もあり、そのような事業者を支

援するため「東日本大震災水道復興支援連絡協議会」を設置し、関係者による支援の

枠組みを構築している。協議会は、有識者、被災・支援水道事業者、県、(社)日本水

道協会ほか関係機関、厚生労働省で構成され、被災地の状況・課題等について情報共

有、意見交換し、被災事業者が求めている支援ニーズを把握するとともに、被災事業

者の求めに応じて個別に支援する事業体をマッチングし、支援事業体から被災事業体

への職員の派遣により水道復興計画の立案や災害査定国庫補助事務等の応援にあたっ

ていただいている。協議会に加えて都道府県知事会等のルートを通じて、被災地の支

援にあたっていただいている事例も多数あり、関係者の方々には引き続きのご協力を

お願いする。 
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また、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に

伴う放射性物質により被った損害に対する賠償については、平成 24年 5月 1日付け

事務連絡「東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故

による原子力損害への賠償に係る基準等について」にて、平成 23年 11月末までの損

害について、先送り事項を除いた部分の賠償基準が東京電力より示されたことの周知

を行い、さらに平成 24年 8月 30日付け事務連絡にて、平成 24年 3月末までを対象

とする 2回目の請求受付開始連絡があったことを周知している。加えて、平成 25年

1 月 31日付け事務連絡にて、3 回目の請求受付が平成 25年 2 月中旪に開始され、先

送り事項であった減収分及び人件費が対象内容に加わるとの連絡があったことを周知

したところである。なお、東京電力の示す基準に合意出来ない場合は原子力損害賠償

紛争解決センターに申し立てることも可能であり、賠償に関する課題の情報共有が重

要であることから、水道事業体より東京電力との賠償交渉に関する相談があった場合

には厚生労働省水道課への情報提供をお願いする。 

 

（3）浄水発生土の放射性物質汚染への対応 

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、水道関係では水道水の他、浄水発生

土からも放射性物質が検出された。このため、原子力災害対策本部から平成 23年 6

月 16日付けで「放射性物質が検出された上下水道等副次産物の当面の取扱いに関す

る考え方」が示され、厚生労働省も同日付で関係 14都県に本件内容を周知した。ま

た、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所

の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」

が平成 24年 1月 1日から全面施行され、浄水発生土の処分等についてはこの特別措

置法に従い、国（環境省）が指定廃棄物（8千 Bq/kgを超える浄水発生土を含む）の

処理を実施することになっている。 

国が処理を行うもの以外は、排出者である水道事業者が処理を行うことになるが、

放射性物質を含む浄水発生土の処分や保管、モニタリングなど原子力災害に伴い新た

に生じた追加的費用は、原子力損害賠償制度で東京電力が賠償することとなっている。 

また、浄水発生土の有効利用については、前出の「考え方」により、製品として安

全性評価をされたもの以外への利用は自粛されており、セメント（製品 100Bq/kg以

下）等でのみ利用が行われている。なお、自粛前に多く有効利用されていた園芸用土

･グラウンド土への利用については安全性評価を進めており、一定濃度以下の浄水発

生土については当該用途への利用が可能となるよう、今年度中に通知を発出する見通

しである。 

 

（4）水道施設の耐震化等の推進 

日本の水道は普及率が 97％を超え、国民生活や社会経済活動に不可欠の重要なラ

イフラインであり、危機管理対応、震災などの災害への対策を強く求められている。

一昨年発生した東日本大震災では、水道施設も甚大な被害を受けたが、耐震性の高い

管路や施設にはほとんど被害がなく、改めて耐震化の重要性が認識された。厚生労働

省としても引き続き耐震化等に対して支援策を講じるとともに、水道事業者等にその
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積極的な推進をお願いしている。 

 

① 水道施設の耐震化の計画的実施 

厚生労働省では平成 20年に水道施設の技術的基準を定める省令を改正し、水道事

業者が備えるべき耐震性能を明確化したほか、水道事業者に対し、「水道の耐震化計

画等策定指針」（平成 20年 3月厚生労働省水道課）等を参考に耐震化計画を策定す

ること、並びに「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引

き」（平成 21年 7月厚生労働省水道課）を活用し、耐震化対策の推進及び財源の裏

付けとなる中長期的な更新計画を策定することをお願いしている。 

改正省令では、既存施設については大規模改造のときまでは、改正後の規定を適用

しないとされているものの、できるだけ速やかに適合させることが望ましく、水道事

業者等においては速やかに既存施設の耐震性能を評価し、耐震化計画を策定した上で、

計画的に耐震化を進めていただくようお願いする。 

また、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高い施設や、破損した場合

に影響範囲が大きい重要な施設など、優先的に実施すべき施設の耐震化が早期に完了

するよう、その確実な実施を推進していただきたい。 

 

② 全国の基幹施設、管路の耐震化状況（平成 23年度末） 

水道施設の耐震化状況を調査した結果、平成 23年度末（平成 24年 3月末）現在、

水道施設のうち基幹的な施設である浄水場の耐震化率は 19.7％、配水池は約 41.3％

となっている。また、基幹的な水道管路の耐震適合性のある管の割合は 32.6％であ

り、昨年度からわずか 1.6ポイントの上昇にとどまっており、地震への備えが進んで

いるとはいえない状況にある。さらに都道府県別の耐震適合率を比べると、最も高い

神奈川県の 61.3％に対し、最も低い岡山県では 15.4％と地域間、水道事業者間で大

きな開きがあり、遅れている地域の底上げが必要な状況といえる。これらの結果は資

料に添付したほか、厚生労働省ホームページにおいて公表されているので適宜参照さ

れたい。 

なお、平成 23年 10月 3日に公布、施行された「水道法施行規則の一部を改正する

省令」において、規則第 17条の 2に定める水道事業者が水道の需要者に対して情報

提供を行う事項に、水道施設の耐震性能及び耐震性の向上に関する取組等の状況に関

する事項を追加し、年 1回以上定期に実施することとしているので、水道事業者等に

おいて適切に実施されるよう周知、指導等の対応をお願いする。 

 

③ 水道耐震化推進プロジェクト 

水道施設や管路の更新･耐震化を進めていくには、水道を取り巻く多様な関係者に

水道耐震化の重要性・必要性を理解してもらうことが重要である。水道界全体が連携

して戦略的・効果的な広報活動を行うことを目的として、昨年 11月、厚生労働省水

道課、(社)日本水道協会、(一社)日本水道工業団体連合会などの水道関係団体で「水

道耐震化推進プロジェクト」を設立した。 
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都道府県行政部局においても、地域一丸となった取組みを検討するなど、貴管内の

水道事業者等との連携・協力を行い、耐震化推進に係る積極的な活動をお願いしたい。 

 

④ 水害等への対応 

近年、気温や降雤等の気象状況が短期間に大きく変動する傾向が見られ、集中豪雤

や台風による洪水等により大きな被害を受けることが多くなっている。今年度は、昨

年７月の九州北部豪雤において約 11,000戸が断水する被害などが発生し、一昨年７

月の新潟・福島豪雤では約 50,000 戸が断水したほか、9月上旪の台風 12号の影響で

和歌山県、三重県を中心に約 54,000 戸が断水する被害などが発生した。水害対策は、

初動体制、バックアップの確保など、地震対策と共通部分も多く、「水道の耐震化計

画等策定指針」でも対策項目を記載しているので、参考にするとともに今一度、危機

管理マニュアル等の応急体制を再確認し、都道府県内の水道事業に対する指導をお願

いしたい。 

 

（5）基礎自治体への権限移譲等について 

「地域主権戦略大綱」（平成 22年 6月 22日閣議決定）を受け、水道の布設工事監

督者の配置及び資格に関する基準並びに水道技術管理者の資格に関する基準について、

義務付け・枠付けの見直し、条例制定権の拡大を行うこととしており、水道事業等を

営む地方公共団体が制定する条例に委任する水道法の改正が平成 24年 4月 1日に施

行されている。これにより、水道事業等を営む地方公共団体は、施行日（平成 24年

4 月 1日）から 1年を超えない期間内に基準を条例で定める必要があるので、貴管下

水道事業及び水道用水供給事業への指導及び助言につき、遺漏なきようお願いする。 

さらに、基礎自治体への権限移譲として、現在は都道府県知事、保健所設置市の市

長及び特別区の区長が処理している専用水道の給水開始の届出受理等及び簡易専用水

道の給水停止命令等の権限をすべての市へ移譲するため、水道法が改正され、平成

25 年 4月 1日に施行される。都道府県から市への今般の権限移譲にあたっては、円

滑に事務が引き継がれるよう所要の協力をお願いする。 

今後、権限が移譲された市の専用水道、簡易専用水道等の指導監督及び衛生対策等

については、貴管内の市における主担当部局と水道事業部局の間で相互に積極的な連

携、協力体制が図られるよう、適切な助言をお願いするとともに、移譲後の事務が遺

漏無く実施されるよう、当該移譲される市への周知、徹底をお願いする。 

 

（6）水道事業認可・事業評価等について 

① 事業（変更）認可等に係る留意事項について 

近年の水需要は、給水人口の減尐により給水量が低下傾向にあり、施設規模を縮小

させる事業計画を検討する必要が生じている。水道事業計画は、従前の拡張、増量を

目的とした施設整備から、適正規模での施設の再構築による更新や耐震化を含めた強

靱な水道整備のあり方を盛り込んだ内容へと転換していく時期にある。 

そのため、都道府県においては、認可（変更）又は届出に係る審査や手続きの際、
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貴管下水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、水需給計画、施設計画、財政計画

が十分な客観性、合理性を有しているか等について適切な指導、助言をお願いする。

また、水道事業計画の目標年度までの適正規模を踏まえた取水施設、浄水施設、配水

施設の合理的な規模と配置の計画がなされ、過大すぎる施設を漫然と抱えることのな

いよう、適切な審査、助言をお願いする。これらの認可（変更）又は届出に係る必要

な手続き等については、平成 23 年 10月 3日付けで改訂した「水道事業等の認可の手

引き」において示している（以下の URLを参照）ので、参考にされたい。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/dl/o10_1003_renraku4.pdf 

 

② 事業評価の適正な実施について 

水道施設整備事業の事業評価については、評価の実施にあたり、これまでに行われ

た評価制度の確実な定着と評価事例の蓄積がされてきたこと、また、総務省において

毎年度実施している政策評価の点検の結果（客観性担保評価活動）や「公共事業の需

要予測に関する調査に基づく勧告（平成 20年 8月 8日）」などを受け、平成 23年 7

月に「水道施設整備事業の評価実施要領」（以下、要領）、「水道施設整備費国庫補

助事業評価実施細目」及び「独立行政法人水資源機構事業評価実施細目」(以下、細

目)を改正するとともに、水道施設整備事業の評価に携わる実務担当者がより適切、

容易に事業評価を行えるよう、「水道施設整備事業の評価実施要領等解説と運用」を

新たに策定している。また、事業評価制度に対して様々な意見が出されていることを

受け、評価にあたっての費用対効果分析を「水道事業の費用対効果分析マニュアル」

（以下、「マニュアル」）を改訂して内容の充実を図り、これを参考に評価を実施し

ている。 

一方で、総務省の客観性担保活動においては、既に公表されている事業評価の費用

対効果分析の結果が指摘の対象となり、評価内容を見直さなければならないケースも

見られることから、事業評価の適切な実施と、実施過程の透明性の一層の確保・向上

が必要であるので、十分留意されたい。 

また、地域自主戦略交付金から水道施設整備費に振り替わる事業については、これ

まで地域自主戦略交付金の対象とされているものとして、その事業等の評価を「地域

自主戦略交付金制度要綱第 11」（以下、制度要綱）に基づいて実施されてきたが、

今後は制度要綱によらず、水道施設整備事業の評価実施要領の適用対象として取り扱

うこととなる。新たに評価対象となる事業について留意していただくとともに、評価

書作成のスケジュールに遅延が生じないよう、適切に実施していく必要がある。 

貴管内の水道事業者及び水道用水事業者に対しては、これら適切な事業評価の実施

に係る指導、助言をお願いするとともに、再評価時期について遺漏なきよう周知願い

たい。 

 

③ ダム検証と今後の動き 

国土交通省においては「できるだけダムによらない治水」への政策転換を進めるた

め、平成 21 年 12 月 3 日に「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」を設置

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/other/dl/o10_1003_renraku4.pdf
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し、検討が進められ、平成 22年 9月 27日に「今後の治水対策のあり方について 中

間とりまとめ」（以下、中間とりまとめ）が策定された。 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tisuinoarikata/220927arikata.pdf 

中間とりまとめによると、各地方整備局等、水機構、都道府県が「検討主体」とな

って、利水に関しては、検討主体から利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意思が

あるか、開発量として何 m3/sが必要か、また必要に応じ、利水参画者において水需

給計画の点検・確認を行うよう要請がなされるとともに、代替案が考えられないか検

討するよう要請がなされる。 

現在、国土交通省所管ダム事業において検証作業が進められており、平成 25年 2

月 26日現在、83ダム事業のうち、54ダム事業で検証が済み、このうち 36ダム事業

が継続、18ダム事業が中止となった（国土交通省 HP資料より厚生労働省水道課で集

計）。 

検証ダムに参画している水道事業者においては、検討主体から各種の要請がなされ

た場合において予断を持たずに検討するなど、必要な協力を実施するようお願いする。

また、検討にあたっては、既得水利の合理化・転用の可能性、ダム事業（中止や撤退

の場合も含む）や代替案の実施に要する水道事業者としてのコスト比較などについて

も、検討主体などと積極的に連携・調整を図るとともに、、検証ダムのうち、本体工

事に着手するダム事業においては、適切な水需要予測に基づく事業評価を実施し、水

道水源開発施設整備事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の確保・向上

を図るようお願いする。 

 

（7）アセットマネジメントの推進について 

中長期的財政収支見通しに基づいて施設の更新、耐震化等を計画的に実行し、持続

可能な水道を実現していくためには、各水道事業者等において、長期的な視点に立ち

水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営す

るアセットマネジメントの実践が必要不可欠である。このことを踏まえ、厚生労働省

では、全国の水道事業者等において長期的な視点に立った計画的な施設更新・資金確

保に関する取組が促進されるよう、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産

管理）に関する手引き」（以下「手引き」という）を平成 21 年 7月に公表した。 

平成 22年度に実施した運営状況調査の結果によると、調査対象となった 1,505事

業者のうち、387事業者がアセットマネジメントを実施中又は実施済みであり、事業

規模が大きくなるほど、実施割合が増加する傾向にあるものの、全体では調査対象範

囲の約 26％となっており、計画給水人口 5万人未満の事業者については、8％強にと

どまっている。 

中小の事業体においては、手引きの内容に沿って、すぐにアセットマネジメントを

実践するには困難な面もあると考えられることから、平成 24 年度中にアセットマネ

ジメント実践のための簡易支援ツール（案）を作成することとしており、平成 25年

度の早いうちに全ての水道事業者等へ周知・配布する予定である。 

耐震化対策の推進及び財源の裏付けを有する中長期的な更新計画の策定推進の両面

から、貴管内水道事業者及び水道用水事業者に対し、手引き、簡易支援ツール（案）

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tisuinoarikata/220927arikata.pdf
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を活用したアセットマネジメント実施に係る指導、助言をお願いする。 

 

（8）新水道ビジョンの策定・地域水道ビジョンの作成状況 

① 新水道ビジョンの策定について 

「水道ビジョン」は、平成 16 年に策定・平成 20年に改訂し、我が国の水道が果た

すべき役割と目標を定めて、水道関係者はその達成に向けた取り組みを行ってきてい

るが、策定から 8年以上が経過した現在、平成 23年 3月の東日本大震災による大規

模災害を教訓とした危機管理のあり方や施設の老朽化など諸問題への対応、安全な水

道水を供給するうえでの技術的、財政的困難に直面しており、加えて、人口減尐によ

る将来の水道施設のあり方、技術者の不足など、水道が抱える問題は深刻な状況とな

っている。 

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、国、都道府県、水道事業者、民間事業者

など、水道関係者が一体となって取り組むべき施策等について、50年、100年先を見

据えた水道の理想像を具現化する示す視点で、「新水道ビジョン」の策定に向けた検

討を進めている。 

新水道ビジョンの策定にあたっては、厚生労働省健康局長が、有識者・水道事業者

・都道府県衛生行政担当者・水道関係団体、消費者の代表者を構成員とした検討会を

設置しており、平成 24年 2月からこれまでに計 12回の検討会を開催し、現在、新水

道ビジョン案についてのパブリックコメントを募集中（3月 15 日まで）である。 

新水道ビジョン案では、基本理念を「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水

道」とし、水道事業の外部環境や内部環境の変化を踏まえ、「安全」「強靱」「持

続」の観点から、水道の理想像に至る当面の目標点を設定し、関係者の挑戦・連携を

推進要素とする様々な方策と役割分担を明示している。 

今後、パブリックコメントを踏まえ、3月 25日に開催する第 13回新水道ビジョン

策定検討会で審議のうえ内容を確認し、速やかに新水道ビジョンとして公表する予定

である。 

 

② 地域水道ビジョンの策定状況 

水道が直面する各種の課題に適切に対処していくためには、各水道事業者及び水道

用水供給事業者が自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で、経営戦略を策

定し、それを計画的に実行していくことが必須であるため、平成 17年 10月の水道課

長通知により、「地域水道ビジョン」の作成を推奨するとともに、「地域水道ビジョ

ン作成の手引き」をとりまとめ、平成 20年度頃までを目途に策定することが望まし

いとしたところである。 

平成 25年 3月 1日現在、「地域水道ビジョン作成の手引き」に示した要件に該当

する地域水道ビジョンは、上水道事業 748事業（677プラン）、用水供給事業 68事

業（50プラン）策定されている。なお、地域水道ビジョンが策定されている上水道

事業数の割合は 52％、用水供給事業数割合は 69％、また、地域水道ビジョンが策定

されている上水道事業の現在の給水人口の合計は、102,478,039 人となっており、全
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国の上水道事業の合計の 86％、同様に、水道用水供給事業における 1日最大給水量

の合計は、13,331,542m3/日となっており、全国の水道用水供給事業の合計の 93％と

なっている。 

未だビジョンを策定されていない水道事業者及び水道用水供給事業者におかれては、

できる限り早期に策定に取り組んでいただくようお願いする。 

また、既に策定済みの水道事業者及び水道用水供給事業者においては、地域水道ビ

ジョンの目標達成状況及び各実現方策の進捗状況について定期的にレビューし、関係

者の意見を聴取しつつ、必要に応じて地域水道ビジョンの見直しを行うようお願いす

る。地域水道ビジョンの策定及び改訂の際には、アセットマネジメントによる検討結

果を反映していただくとともに、業務指標（PI）による定量的な分析評価や施策目標

の設定についても積極的に取り組まれたい。なお、今年度中の新水道ビジョン策定に

合わせ、来年度に「地域水道ビジョン作成の手引き」を改訂する予定であることから、

当該改訂版を参考に現行水道ビジョンの積極的な見直しをお願いしたい。 

更に、各都道府県におかれては、広域的な観点から中長期展望に立ち、事業間連携、

水道事業の統合などを念頭に、都道府県単位での持続可能な水道のあり方を示す「都

道府県版地域水道ビジョン」を積極的に作成することを強力にお願いしたい。都道府

県の水道行政主管部(局)による地域水道ビジョンの策定状況は、平成 25年 3月 1日

現在、9プラン（北海道、岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、奈良県、大阪府、広島

県、長崎県）である。 

なお、地域水道ビジョンの策定状況については水道課ホームページで公表している

ところであり、今後、地域水道ビジョンを策定する際には、その参考とされたい。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/chiiki.html 

 

（9）給水装置・鉛製給水管の適切な対策 

① 給水装置の構造及び材質の基準・試験に係る一部改正 

水道法第 16条に基づく給水装置の構造及び材質に関する基準は、施行令第 5条に

定められている。さらに、この技術的細目は、「給水装置の構造及び材質の基準に関

する省令」（平成 9 年厚生省令第 14 号）（以下「基準省令」という。）に定められ、

また、基準に係る試験方法については、「給水装置の構造及び材質の基準に係る試

験」（平成 9年厚生省告示第 111 号）（以下「試験」という）に定められている。 

平成 9年に基準省令及び試験が定められて以降、技術の進歩や需要者のニーズによ

り多様な製品が開発されてきており、時代の変化に合った基準及び試験の見直しが必

要となってきていたことから、平成 24年 9月 6日に耐圧に関する基準及び逆流防止

に関する基準について、基準省令及び試験の一部改正を行った。 

厚生労働省では、改正の周知を図るため、「給水装置の構造及び材質の基準に関す

る省令」及び「給水装置の構造及び材質の基準に関する試験」の一部改正等について

（平成 24年 9月 6日健水発 0906 第 5～7号）を発出しているところであり、改めて

貴管内の水道事業者等に対して給水装置の構造及び材質に関する改正規定が適正に運

用されるよう、指導をお願いする。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/chiiki.html
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② 鉛製給水管の適切な対策について 

鉛については、その毒性等を考慮し、段階的に水道水質基準が強化されてきた（直

近改正では平成 15年 4月に 0.01mg/L に強化）が、鉛製給水管中に水が長時間滞留し

た場合等には、鉛製給水管からの溶出により水道水の鉛濃度が水質基準を超過するお

それも否定できない。安全な水道水の供給を確保するためには、鉛製給水管に関する

適切な対策が重要であり、そのため、厚生労働省では、平成 19年に「鉛製給水管の

適切な対策について」を通知しており、「鉛製給水管総延長をできるだけ早期にゼロ

にする」ことが望ましい。 

平成 22年度末の鉛製給水管の残存状況は延長が 6,898㎞、使用戸数が約 415万件

（平成 22年度水道統計より）となっており、減尐延長は鈍化傾向にある。各都道府

県におかれては、鉛製給水管が残存している水道事業者に対し、鉛製給水管使用者等

への広報活動、布設替え計画の策定、布設替えの促進を図るとともに、鉛の溶出対策

や鉛濃度の把握により、布設替えが完了するまでの水質基準の確保を図るよう引き続

き指導をお願いする。 

 

（10）水道の国際展開への取組（水ビジネスの推進） 

① 日本経済再生本部について 

日本経済再生本部は、平成 24 年 12月 26日の閣議決定により、日本経済の再生の

ための司令塔として、昨年末、内閣に設置されたが、平成 25 年 1月 25日の第 3回会

合において、「我が国の世界最先端インフラシステムの輸出を後押しする」ことが決

定され、実現に向けた具体的な検討のための関係閣僚会議の開催も予定されている。

同会議では、水も世界最先端インフラ・システムの 1つとして取り上げられる予定で

ある。 

 

② 厚生労働省の取組 

   ○日本企業の海外市場への売り込み 

平成 20年度から、アジア諸国を対象として水道産業の国際展開推進事業を実施し

ている。本年度は、インド、インドネシアの案件発掘を行うとともに、ミャンマーの

基礎調査を開始した。また、相手国政府の協力を得て、東京都、北九州市といった地

方公共団体と連携しつつ、相手国の水道事業者を対象とする水道セミナーを開催し、

日本の水道技術や企業の紹介を行うことにより、水道産業の海外展開を支援している。

本年度は、カンボジアとインドにおいて水道セミナーを開催した。 

  ○企業や水道事業者が自律的に海外市場に参画できるようにするための枠組み作り 

・水道関係機関とのパートナーシップの形成 

平成 23年度から、企業や水道事業者による海外のプロジェクト情報へのアクセス

や相手国担当機関や担当者との関係作りなどを支援する仕組みを構築するため、アジ

ア各国の水道協会と日本水道協会との協力関係をベースに、ビジネス展開に関する協

力体制（パートナーシップ）の形成に取り組む。本年度は、インド、中国等の水道協
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会と協力体制を構築するため協議を行った。 

   ・官民連携型案件形成調査 

平成 23年度から、個別のプロジェクト形成を支援するため、地方公共団体と民間

企業が共同で調査を行う、官民連携型の案件発掘調査を公募している。本年度はベト

ナムとラオスの 2件が採択された（地方公共団体は、北九州市、さいたま市）。来年

度も実施する予定であるので、地方公共団体として水道事業の海外展開を検討されて

いる場合には、ご活用いただきたい。 

 

③ 水分野の国際標準戦略 

平成 22年 5月、｢知的財産推進計画 2010」が知的財産戦略本部で決定され、国際

標準化の特定戦略分野(7分野)の一つに水分野が位置づけられた。同年 11月、国土

交通省と連携し、水分野の国際標準戦略を検討するための「水分野国際標準化戦略検

討委員会」を設置した。水道については、日本水道協会と連携し、水道部会を設置し

た。平成 23年 3月には、知的財産戦略本部において国際標準化戦略アクションプラ

ン(水分野)が策定され、水道については、設計指針等の日本の設計思想の普及等が盛

り込まれた。 

平成 23､24年度は、水分野国際標準化戦略検討委員会・水道部会を開催し、新たな

ビジネスモデルの検討、漏水防止や水質監視等に関する国際規格化の動きへの対応、

設計指針の海外普及版(要約版)の策定に取り組んだところであり、来年度も引き続き

水道分野の国際標準化への対応と日本の水道技術の海外への普及を図ることとしてい

る。 
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２． 水道計画指導について 
（1）水道の広域化について 

人口の減尐やそれに伴う水需要の減尐、水道職員数の減尐など水道を取り巻く厳し

い社会状況に対応し、健全な水道事業運営を持続するため、新水道ビジョンでは事業

統合や新たな広域化のように連携形態にとらわれない多様な形態の広域連携である

「発展的広域化」を、重点的な実現方策の一つとして位置付けている。 

平成 20年７月水道課長通知「広域的水道整備計画及び水道整備基本構想につい

て」では水道整備基本構想を都道府県版の地域水道ビジョンとして位置づけられる内

容に見直すことが望ましいとし、構想における事業運営の目標設定の際の視点の一つ

として、運営基盤強化のため多様な形態の広域化を検討することとしている。 

また、新たな水道広域化の推進に資するため、平成 20年８月「水道広域化検討の

手引き」を作成、公表したところである。同手引では、様々なパターンの広域化につ

いてケーススタディを実施し、その効果や費用面の比較等を示しているので、参考に

されたい。  

なお、広域的水道整備計画については、近年の市町村合併や水資源開発基本計画の

改定等により、計画策定時と大幅な乖離を生じている計画が一部見受けられるため、

その点について見直しをお願いする。 

国庫補助制度においては、事業統合を行う場合の老朽管更新事業、重要給水施設配

水管、石綿セメント管更新事業の補助採択基準を平成２１年度より緩和した。また、

平成２２年度には、新たに水道広域化促進事業費を創設した（H22採択：宗像地区事

務組合、伊賀市 H23採択：岩手中部広域水道企業団、北九州市）。これは、小規模

な水道事業の統合を促進するため、小規模水道事業者の老朽化施設の更新・改修に対

する補助と、統合の受け皿となる大規模水道事業者等に対しても、統合のインセンテ

ィブとするため、水道施設の整備・更新に補助する制度となっているので、各事業者

への積極的な活用の促進をお願いする。 

 

（2）水道の官民連携について 

水道事業に対しては、水道法による第三者委託制度や、地方自治法の一部改正によ

る指定管理者制度、ＰＦＩ法改正に伴う公共施設等運営権の導入等の各種制度整備が

図られたことにより、各事業者は、様々な官民連携の形態を採用できるようになり、

これらを活用しながら運営基盤の強化を図ることが期待されている。 

また、平成２３年１０月３日付け一部施行した「水道法施行規則の一部改正」にお

いて、第三者委託制度の活用促進のため、共同企業体（ＪＶ）も第三者委託の受託が

可能であることを明確化したこと等を受け、民間活用の際のモニタリングの強化や発

注時の性能発注方式等を追記した「第三者委託実施の手引き（改訂版）」を公表した。 

さらに、平成２２年度より、厚生労働省と経済産業省が連携し、水道事業者等と民

間事業者とのマッチング促進を目的とした「水道分野における官民連携推進協議会

※」を全国各地で実施し、多くの水道関係者に参加いただいた。 

これまで、水道事業者等と民間事業者との情報交換の場が尐なかったことから、多
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くの参加者より協議会の内容について、参考になったとの声を聞いている。引き続き、

本協議会の活用をお願いするとともに、平成２５年度以降も各地の希望に応じて柔軟

に開催する予定であるため、開催希望がある場合は水道計画指導室に問い合わせいた

だきたい。 

厚生労働省では、水道事業の運営基盤強化のためには、広域化や官民連携といった

取組みは不可避と認識しており、都道府県においても上記の趣旨等を御承知の上、運

営基盤を強化するよう各事業者に指導願いたい。 

※平成 22年度：仙台市、さいたま市、名古屋市、平成 23年度：広島市、福岡市、さいたま市 

 平成 24年度：札幌市、郡山市、仙台市、盛岡市、大阪市 

 

（3）水道事業者等への指導監督について 

水道事業者等への指導監督については、水道法第３９条の規定に基づき、平成１２

年度から水道事業の規模等に応じて国と都道府県が分担し、その業務を実施している。 

厚生労働省では、平成１３年度から厚生労働大臣認可に係る水道事業者等を対象に

立入検査を実施し、需要者の安心・安全の確保に重点を置きつつ、水道技術管理者の

従事・監督状況等水道法に規定する事項の遵守状況、自然災害やテロ等危機管理対策

の状況、中・長期的な視点に立った水道施設の効率的な更新、改良、耐震化の状況な

どを確認している。 

平成２３年度は、被災地域以外の水道事業者等を対象に、１１の水道事業者等に対

して立入検査を実施した。検査の結果、７事業者に対し文書による指導を８件、また

１１事業者に対し口頭での指導を３３件行っている。 

東日本大震災の関係で監査指導業務が一時見送りとなったため、実施件数は尐なく

なっている。 

文書による主な指導事項としては水質検査に関する事項、水道技術管理者に関する

事項、住民対応に関する事項などが挙げられ、その詳細については、今年度の技術管

理者研修で公表した。 

今年度は、水道ビジョン未作成の事業者を中心に、２４の事業者に対して立入検査

を実施している。その結果については、取りまとめの上、平成２３年度の場合と同様

に公表する予定である。 

ついては、都道府県においても上記の状況を御承知の上、管内水道事業者等への指

導監督のより一層の充実をお願いする。 

また、平成１４年度より毎年度、厚生労働大臣認可に係る水道事業等の水道技術管

理者を対象として研修を実施しており、都道府県の水道行政担当部局に対しても、同

研修会の資料を送付（水道課ホームページにも掲載）しているので、管内下水道事業

者等の水道技術管理者への研修などに活用されたい。 

水道課ホームページ 

「平成２４年度水道技術管理者研修」 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/tantousya/2012/ 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/tantousya/2012/
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３．水道水質管理を巡る最近の状況について 
（1）水道水質基準等の見直し 

平成 15年の厚生科学審議会答申に基づいて、厚生労働省では常設の検討会を設置

して、最新の科学的知見を踏まえた水質基準等の逐次改正の検討を行っている。 

水道水の安全確保のためには、水質基準項目のみにとどまらず幅広く汚染物質の監

視を行うことが望ましい。そのため、各水道事業者等においては、引き続きその実態

に応じて水質管理目標設定項目等についても監視を行っていただくとともに、当該監

視結果を水質基準の逐次改正の検討に役立てるため、データの提供をお願いする。 

また、農薬類について、平成 24年 3月の厚生科学審議会生活環境水道部会の審議

により、今後は検査方法の有無にかかわらず、水道原水から検出される可能性の大き

さから、水質基準農薬類、対象農薬リスト掲載農薬類、要検討農薬類、その他農薬類、

除外農薬類の 5分類に再分類することとされた。農薬類の分類は、平成 25年 4月か

ら見直す予定であるので、地域の使用実態を踏まえつつ、新たな分類による農薬類の

検査の実施をお願いする。 

 

（2）水質事故・健康危機管理 

厚生労働省では、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対し

て行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的とし

て、「飲料水健康危機管理実施要領」(最終改正：平成 14年 6月)を定めており、都

道府県、水道事業者等に対して、健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理のより

迅速かつ適正な実施を依頼するとともに、飲料水の水質異常などの情報を把握した場

合には、厚生労働省へ連絡するようお願いしているところであり、改めて緊急時の迅

速・適正な対応をお願いする。 

本要領に基づく報告の大半は水道原水中のクリプトスポリジウム等の検出事例であ

る。また、飲料水に起因する感染症の発生も毎年のように報告されているが、これら

の多くは、消毒が不十分であったこと又は設備管理の不備に起因しており、平成 22

年 7月 23日付け事務連絡「浄水施設における次亜塩素酸ナトリウム注入設備に関す

る留意事項について」に留意の上、消毒設備の適切な維持管理等、衛生対策の徹底に

ついて遺漏なきようお願いする。 

平成 23年 4月 1日に改正水質汚濁防止法が施行され、水質汚染事故時の措置が強

化されたところである。水道水質基準、水質管理目標設定項目等から、現在 56物質

が指定物質に指定され、これまで水質汚濁防止法の有害物質及び油に限られていた事

故時の措置が指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設（指定施設）にまで拡大

されている。水道水源における原水の水質検査等で水質異常が発生した場合には、環

境部局に情報を提供すること等により、原因の究明等必要な対応をお願いする。農薬

類については、平成 14年から農薬取締法に基づく使用規制がかけられていることに

留意し、原水から農薬類が検出された場合には、環境部局・農業部局と情報を共有し、

関係部局による水道水源上流での農薬の不適正使用対策への協力をお願いする。 

また、消費者庁関連法が平成 21年 9月１日に施行されたことに伴い、水道水の供
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給に起因して消費者安全法に規定する「重大事故等」が発生したことを把握した場合

には、直ちに消費者庁へ通知するよう義務付けられたが、当該通知は厚生労働省にお

いて行うので、従前と同様、当課への速やかな情報提供をお願いする。なお、厚生労

働省では、消費者庁関連法への対応について、「消費者庁関連法の施行に伴う水道事

故等に関する情報提供の徹底について」（平成 21年 9月 30日付け事務連絡）を発出

しているので参考にされたい。 

 

（3）消毒副生成物前駆物質等による水質事故への対応 

我が国の水道水源の多くは河川水等に依存しているが、上流に大量の化学物質を使

用し又は処理する施設がある場合には、上流からの有害物質等の流入によって水質事

故が発生し、取水停止や給水停止に至るおそれがある。平成 24年 5月には、利根川

水系の浄水場で水道水質基準を超過する濃度のホルムアルデヒドが検出され、首都圏

の７浄水場で取水停止、千葉県で 87 万人が断水被害するという水質事故が発生した。 

この原因は、上流の事業場(産業廃棄物処理業者)からの排水に含まれていたヘキサ

メチレンテトラミンが浄水場の消毒用の塩素と反応してホルムアルデヒドが生成した

ことであると判明している。 

そこで厚生労働省では、同年７月に「水道水源における消毒副生成物前駆物質汚染

対応方策検討会」（座長：眞柄泰基 学校法人トキワ松学園理事長）を設置し、検討

を進めた。 

検討会では、浄水施設での対応が困難な物質として、ホルムアルデヒドやそれ以外

の副生成物を生成しやすい物質その他水質事故の原因となったことがある物質を抽出

した。その上で、水質事故に備えた水道における対策のあり方として、排出側での管

理の促進に加え、水質事故は発生し得るものとの前提に立ち、給水への影響を最小化

する備えが必要という考えのもと、高度浄水処理施設の導入等、水道側での水質事故

への対応能力の向上を掲げた。さらに、今後の課題として、水質異常時の対応の考え

方、検出実績が尐ない有害物質の取扱い、多様な汚染物質に対応した検査方法の開発

等が挙げられている。 

これらの検討結果を検討会取りまとめとして都道府県及び水道事業者等に周知し、

環境行政部局、河川行政部局等、関係する行政部局等との連携強化より、同種の事故

の再発防止につなげる予定である。 

 

（4）水道水の放射性物質汚染への対応 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質へ

の対応については、平成 23年 12月 12日に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放

射性物質対策部会において、内閣府食品安全委員会からの答申を踏まえて、飲料水を

含む食品の経口摂取による内部被ばくを許容できる線量以下に管理するための新たな

基準値を定めることとされたことを受け、水道水についても平成 24年 3月 5日に水

道水中の放射性物質に係る指標等（放射性ヨウ素 300Bq/kg（乳児の摂取は

100Bq/kg）及び放射性セシウム 200Bq/kg）を見直して新たな目標を設定するととも

に、モニタリング方法及び目標値超過時の措置等について検討が行われた。 
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水道水の新たな目標については、食品衛生法に基づく飲料水の基準値との整合を図

るとともに、平成 23年 3月以降の水道水中の放射能のモニタリング実績を踏まえ、

水道施設における管理の可能性を考慮して、セシウム 134及び 137の合計で 10Bq/kg

を、衛生上必要な措置に関する水道施設の管理目標として設定した。また、浄水場の

浄水及び取水地点の水道原水を対象に、セシウム 134及び 137 それぞれについて検出

限界値 1Bq/kgの確保を目標とした十分な検出感度でのモニタリングの実施や、水道

水源や検出状況に応じた検査頻度の設定、管理目標値を超過した場合の原因究明・関

係者への周知・飲料水の手配の準備・摂取制限等の対応を定め、管理目標値とともに

平成 24年 3月 5日付け健水発 0305第 1号～第 3号厚生労働省健康局水道課長通知に

より都道府県及び水道事業者等に通知し、平成 24年 4月 1日から適用されている。 

水道水中の放射性物質のモニタリングについては、福島県及びその近隣の地域を中

心に地方公共団体及び水道事業者等により実施されており、厚生労働省ではこれらの

検査結果を取りまとめて、公表を行っている。都道府県においては、引き続き検査結

果の報告及び異常時の措置等について対応をお願いする。 

 

（5）耐塩素性病原生物対策の充実 

クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物については、平成 19年３月に策定し

た「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、水道事業者等におい

て対策を進めていただいている。 

平成 9年以降は、水道水中のクリプトスポリジウム等が原因と判明した感染症の集

団発生は生じていないが、水道原水からは全国的に検出されており、また、凝集処理

に問題が生じた結果、浄水から検出された事例や貯水槽水道から検出された事例もあ

る。 

平成 24年 3月末時点で、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策の実施

状況としては、水道原水が耐塩素性病原生物に汚染されるおそれのレベルを判断して

いない施設が全体の 13％あり、また、水道原水が耐塩素性病原生物に汚染されるお

それがある施設（レベル 4又はレベル 3）のうち 34％が対策を検討中と、対策の充実

が急務となっている。 

「水道における微生物問題検討会」でクリプトスポリジウム等の新たな検出等の方

法として遺伝子検出法及び粉体ろ過濃縮法の採用が了承され、改正検査方法通知が平

成 24年４月１日から適用されているところであり、定期的に水道原水のクリプトス

ポリジウム等及び指標菌の検査を実施して水道原水に係るクリプトスポリジウム等に

よる汚染のおそれの程度を把握するとともに、汚染のおそれの程度を把握していない

場合には、同指針に基づき、できるだけ早期に水道原水に係る検査の実施体制の整備

等につき必要な措置を講じるようお願いする。 

また、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれのある施設については、濁度管

理の徹底等の措置について遺漏なきようお願いするとともに、水質検査計画策定の際

に、当該施設における水道原水のクリプトスポリジウム等の検査についても、水道法

第 20条第 1項の水質検査に準じて当該計画に位置づけるようお願いしているところ

であり、引き続き対応方お願いする。 
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（6）水質管理の徹底 

① 水質検査の信頼性確保 

水道法に基づく水質検査は登録検査機関等に委託して行うことが認められているが、

検査料金の行き過ぎた価格競争等により水質検査の信頼性への懸念が生じていること

を受けて、平成 22年度に「水質検査の信頼性確保に関する取組検討会」（座長：安

藤正典 武蔵野大学環境学部客員教授）を水道課内に設置、水質検査の信頼性を確保

するための取組に関する報告書を取りまとめた。現在、報告書に基づく以下の取組等

を順次行っているところである。 

１）水道法施行規則の改正 

①水道事業者等が登録検査機関等に水質検査を委託する場合の措置の明確化

、②登録検査機関が遵守すべき検査方法の明確化、③検査機関の審査時に必要

な提出書類や保存すべき書類の追加等に関する水道法施行規則の一部改正を平

成23年10月3日に公布、平成24年4月1日に施行されたところである。水質検査

の委託契約手続の適正化及び委託先の検査機関の監督並びに水質検査計画の策

定に際し、引き続き水道事業者のご指導をお願いする。 

２）検査方法告示の改正及び妥当性評価ガイドラインの発出 

水道水質検査において遵守すべき基礎的作業を明確化等するための検査方法

告示の改正を行うこととし、検討会での審議を経て平成24年2月28日、３月30

日に公布、平成24年4月1日に施行された。 

また、水質検査の更なる信頼性を確保するべく、平成24年９月６日に「水道

水質検査における妥当性評価ガイドライン」を発出し、各検査機関が定める検

査等の標準作業書の妥当性を確認する方法を提示したところである。本ガイド

ラインは平成25年10月１日施行であるので、委託先の検査機関を監督するにあ

たり、妥当性評価の実施状況を確認するよう、水道事業者のご指導をお願いす

る。 

３）登録水質検査機関の指導等 

登録水質検査機関は、水質検査の信頼性の確保のための体制の整備や水道法

施行規則に定める検査方法による水質検査の実施等、水道法に定める規定を着

実に履行し、検査方法告示や標準作業書に定める手順に従った水質検査が適切

に実施されているかについて、日常の業務管理を行うことが重要である。そこ

で、平成24年度に「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要領検討会

」（座長：西村哲治 帝京平成大学薬学部教授）を開催し、平成24年９月21日

に「登録水質検査機関における水質検査の業務管理要領」を通知した。 

また厚生労働省では、従前から実施している外部精度管理調査に加え、平成

24年度から登録水質検査機関が行う日常の水質検査業務において精度が確保さ

れた適切な水質検査が実施されているか確認することを目的とした日常業務確

認調査を開始したところであり、近日中にもその結果を公表する予定である。 

改正水道法施行規則では水道水質検査を委託する自治体等においても当該調

査等で受託者が適切な水質検査を行っているか確認するべきとされていること
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から、水質検査を委託する自治体においても当省の取組を参考にした取組の実

施をお願いする。 

  

② 水安全計画の策定による安全確保 

厚生労働省では、水源水質事故にみられるような工場排水の流入、浄水処理のトラ

ブル、施設等の老朽化等、水道をとりまく様々なリスクが存在する中で、水道水の安

全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現する手段とし

て、世界保健機関（WHO）が提案している「水安全計画」の策定を推奨しており、平

成 20年 5月には「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、平成 23年度頃までを目

途に水安全計画を策定することが望ましいとして、水道事業者等や関係行政部局に周

知してきた。 

水安全計画は、水源から給水に至る水道システムに存在する危害を抽出・特定し、

それらを継続的に監視・制御することにより、安全な水の供給を確実にするシステム

作りを目指すものであり、水源のリスクの把握はもとより、把握したリスクに対応し

た施設・体制であることの確認、関係マニュアル類の見直し事項や施設整備に必要事

項を抽出することが可能となる。 

しかしながら、平成 24年 8月末時点での上水道事業及び水道用水供給事業の水安

全計画の策定状況を調査したところ、策定済の事業は 9％、策定中の事業は 7％にと

どまっている。また、水安全計画を策定していない水道事業者等の中には、過去、水

質事故に見舞われているにもかかわらず事故対策マニュアルが整備されていない事業

体が多数存在していることが明らかになっている。一方、水安全計画を策定していて

も、上流域の施設の把握が不十分である場合や、水安全計画が常に安全な水を供給し

ていく上で十分なものになっているかの確認や改善が困難な場合が想定される。 

社団法人日本水道協会において、水安全計画策定ガイドラインに基づき、中小規模

の水道事業体においても比較的容易に計画を策定できるよう、水安全計画の作成を支

援する「水安全計画作成支援ツール」をとりまとめており、厚生労働省のホームペー

ジにおいても掲載している。また、未策定の状況について分析等を行い、各水道事業

体が水道原水の水質に応じた水道システムの構築に向けた取組に資するよう、支援方

策を検討することを予定している。未策定の水道事業者等について、当該ツールの活

用により水安全計画の策定による安全な水供給の確保に向けて検討を進めるようお願

いする。 

また、策定済の水道事業者等については、水安全計画が常に安全な水を供給してい

くうえで十分なものになっているかを確認し、必要に応じて改善を行うようお願いす

る。 

 

（7）貯水槽水道について 

平成 13年の水道法改正により、水道法第 14条に基づき、水道事業者が定める供給

規程の要件として、「貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、

水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定め
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られていること」が追加された。各水道事業者においては、必要な規定を定めるとと

もに、直結給水方式の推奨や貯水槽水道設置者への適切な助言等を含め、独自の取組

が実施されているところである。 

簡易専用水道の管理の検査受検状況は、平成 23年度は 79.4％であり、近年は 80％

前後で推移している。都道府県、保健所設置市、特別区毎では、それぞれ 77.6％、

81.8％、76.5％となっている。簡易専用水道の検査において指摘のあった施設の割合

は 25.3％であり、特に衛生上問題があったために報告された割合は 0.5％であった。 

また、小規模貯水槽水道（貯水槽の有効容量が 10m3以下のもの）の検査受検状況

は、平成 23年度は 3.0％であり、近年は 3％前後で推移している。小規模貯水槽水道

の検査において指摘のあった施設の割合は、32.6％であり、特に対策の充実が急務と

なっている。 

厚生労働省では、更に管理の適正化を図るため、「貯水槽水道の管理水準の向上に

向けた取組の推進について」（平成 22年 3月 25日健水発 0325 第 6号、第 8号）を

発出し、貯水槽水道の所在地情報を定期的に更新するとともに、衛生行政部局から貯

水槽水道の所在地の情報提供等の協力要請があった場合には所要の協力を行うようお

願いしているところであるが、都道府県等の担当部局と連携しつつ、貯水槽水道に対

する指導等を推進するよう引き続き特段の配慮をお願いする。 

 






























